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   黒部市公共交通戦略推進協議会規約の一部改正について 

 

 黒部市公共交通戦略推進協議会規約の一部を次のように改正する。 
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黒部市公共交通戦略推進協議会規約の一部を改正する規約 

 黒部市公共交通戦略推進協議会規約の一部を次のように改正する。 

  第 12条第２項中「黒部市都市建設部」を「黒部市都市創造部」に改める。 

     附 則 

   この規約は、令和３年 月 日から施行する。 
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